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１．はじめに～目指すべき姿～ 

2020 年時点で約１億 2,600 万人となっているわが国の総人口は、2070 年ま

でに、約 3,700 万人減少する見込み 1となっている。こうした中で、東京圏をは

じめ９都府県 2は、2015 年から 2020 年にかけて人口が増加した一方、それ以外

の地域は人口減少が続いている。 

 地域経済社会における人口規模の縮小等は、地方自治体の税収減等による行

政サービスや地域コミュニティの機能の低下、それに伴う関連サービスと雇用

の減少等を通じて、当該地域における生活の利便性と経済社会の活力が低下し、

さらなる人口減少を招くといった負のスパイラルにつながっていく。地方自治

体においては、職員数が今後も減少していく見通し 3もある中、有限な地域資

源（ヒト・モノ・カネ・情報等）を活用し、今後とも必要な行政機能を維持す

るとともに、さらに効率的・効果的に運営していくためには、現在の地方自治

体の枠組みを越えて、より広域的な視点での行政サービスの提供・地域づくり

を考えていく必要がある。加えて、地域経済・社会の一員であり、かつ主要な

担い手である企業にとっても、域内の人口減等に伴う市場や雇用の縮小により、

企業立地の選択肢がさらに狭まる中で、地域の持続可能性の維持・確保は、域

内で円滑な事業活動を継続するにあたっての喫緊の課題である。 

折しも 2019 年に発生した新型コロナウイルス感染症の拡大は、かねてから

指摘されていた都市部への一極集中の是正、地域経済・社会の担い手不足解消

の必要性等、わが国が抱える構造的な課題を根本から見直す大きな契機となっ

た。 

そうした中で、課題解決の鍵を握るのがデジタル技術の活用である。地方自

治体においても、諸手続の電子化、行政システムの統一・標準化、データ連携

 
1 国立社会保障人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（2023 年４月）、

出生中位推計による 
2 東京都、沖縄県、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、福岡県、滋賀県、大阪府 
3 総務省「自治体戦略 2040 構想研究会第一次報告」より。2040 年の人口を基に試算した

都道府県、市区町村の職員数の減少率を踏まえると、現在よりも更に少ない職員数での行

政運営が必要となる可能性があるとの指摘がある。 
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を含めたデジタル技術の徹底活用により、職員の業務効率化や生活者・企業の

利便性の向上が可能となる。これにより、地方自治体の現場の業務負担を軽減

し、新たな行政サービスの企画・実施や今後必要となる自治体間連携等に一層

リソースを集中できるようになる。さらに、自動配送ロボットや遠隔診療をは

じめとするデジタル技術の社会実装は、人口減少下の地域社会において、これ

までにない価値を創出することにつながっていく。 

また、近年のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）4やグリーントラン

スフォーメーション（ＧＸ）による経済社会の変化や、自然災害の激甚化・大

規模化、感染症等の非平時、経済安全保障への対応は、国だけで取り組むべき

課題ではなく、地方自治体においても、産業立地や地域産業等のあり方を議論

する上での前提として捉えていく必要がある。 

本提言では、経団連提言「with/post コロナの地方活性化－東京圏から地方

への人の流れの創出に向けて－」（2020 年）において、地域経済活性化の基本

的なあり方として示したとおり、企業や地方自治体をはじめ、多様な主体の参

画によって地域資源を最大限活かし、域内の発展を図る「内発型の地域づくり」

を目指すべき姿 5と位置づける。その上で、前述した状況の変化を、国と地方の

行政システムや社会機能の集中と分散のあり方に関する議論を進めることや、

地域が直面する諸課題に対するスピード感を持った対応を行う好機として捉え、

改めて国・地方自治体・企業が果たすべき役割を整理する。 

とりわけ、「内発型の地域づくり」を実現していくためには、各主体間で図表

１のような全体像を共通認識として持つことが必要である。 

第一に、国において策定・検討されている、「デジタル田園都市国家構想総合

 
4 近年、生成ＡＩの活用は国内外で加速度的に進展しており、ＤＸを取り巻く環境は大き

く変容していることに留意する必要がある。わが国におけるＡＩ開発・活用のあり方につ

いては、提言「ＡＩ活用戦略Ⅱ－わが国の AI-Powered 化に向けて－」（2023 年 10 月）を

参照。 
5 提言「with/post コロナの地方活性化－東京圏から地方への人の流れの創出に向けて－」

（2020 年 11 月）において、「人を惹きつける地域づくりは、地方自治体を中心に、地元の

企業や大学等多様な主体の参画により、地域資源を活かした内発型の活性化を図っていく

ことが基本」との認識を示したところ。 
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戦略」や「国土形成計画」、「デジタルライフライン全国総合整備計画 6」、「ＧＸ

推進戦略 7」等といった基本的なビジョンを有機的に連携させ、地域経済の活

性化に向けて必要な施策を講じていくべきである。 

第二に、市町村合併や地方自治体間の広域連携、地方自治体に求める行政計

画の再整理といった、単独の自治体だけでは推進が困難な事項については、国

における制度面での対応が求められる。 

第三に、地方自治体や地域住民、企業等による地域の将来のあり方に関する

議論や産学官連携の推進といった、従来の枠組みにとらわれない取り組みにつ

いては、制度面の対応と併せて相互に推進することが重要である。 

第四に、これらの各主体による地域経済活性化に向けた取り組みは、国がリ

ーダーシップを発揮し、デジタル共通基盤の整備を一気呵成に進めることで、

自治体職員の業務効率化だけではなく、デジタル技術の活用による生活者・企

業の利便性の向上、さらには新たな価値の創出を早期に実現することが可能と

なる。 

以下では、こうした目指すべき姿の実現に向けて、各地域における企業活動

の活性化、および企業を含む地域住民の利便性の向上を図り、地域における成

長と分配の好循環を実現させていく観点から、特に「広域連携」「デジタル」「産

業立地・地域産業」の３点に焦点を当てて現状と課題を整理し、早期に取り組

むべき施策について提言する 8。 

  

 
6 人口減少下で人手不足に起因するヒトとモノの流れの停滞、自然災害の激甚化・大規模

化といった社会課題を解決するため、自動運転やドローン、ＡＩ等デジタルの恩恵を全国

津々浦々に行き渡らせるための計画を本年度内に策定予定。 
7 「炭素成長型経済構造移行推進戦略」（2023 年７月 28 日閣議決定） 
8 地域での防災・減災等のレジリエンス強化に関する基本的考え方は、提言「大規模災害

に負けない持続可能な社会の構築―国土強靱化基本計画改定に向けて―」（2023 年４月）

参照。 
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図表１ 目指すべき姿：多様な主体の参画による「内発型の地域づくり」 

（出所）経団連事務局作成 
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２．現状と課題  

（１）広域連携の動き 

地方自治体間の広域連携は、人口減少がより深刻な課題となっている地域に

おいて、圏域としての人口規模の確保や行政サービスの集約化に資するととも

に、既存の自治体の枠にとらわれない経済圏域の形成が期待される。 

他方、これまでも、市町村合併、連携中枢都市圏構想、定住自立圏構想等、

広域的な計画づくりの必要性は、国・地方をはじめ関係各所で認識され、その

都度議論が繰り返しなされてきたが、計画上いかなる行政・圏域・区域の単位

が望ましいのか、また、実際に機能しうる単位が定かではなかった。 

そこで、まずは以下に、市町村合併、広域連携制度、および圏域・区域の現

状と課題を整理する。 

 

① 市町村合併 

平成以降のわが国の市町村合併は、合併特例債 9等の強力な財政支援措置に

より推進された。その結果、図表２のとおり、1999 年に 3,232 あった市町村数

は、2010 年までに 1,727 まで減少した。2018 年に合併の動きは一段落し、現在

の市町村数は 1,718 となっている。 

行政組織の再編成を伴う市町村合併を経験した地方自治体においては、旧市

町村間の垣根を越えた行政機能の一体化が進展し、その効果が認識されている。

具体的には、広域化によって規模の経済が働くことによる組織・人員体制、公

共施設、窓口業務等の重複の排除を通じた財政基盤の強化や、重点的なインフ

ラ整備等の面で一定の効果が表れているとの指摘がある。他方で、合併を経験

した市町村では、意見集約の難しさや協議の不調等を理由に、「合併疲れ」もみ

られる。 

こうした中、足もとでは、一部の広域自治体において、再び合併に対する自

 
9 市町村の合併で必要となる事業に対し、事業の財源として使用可能な地方債。総務省で

定められた公共施設の整備等に対し、起債対象経費の 95％を本特例債によって財源調達が

可能であり、元利償還金の 70％に対し、普通交付税における額の算定に使う基準財政需要

額に算入が可能（2005 年３月末までの合併が対象）。 
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治体独自の支援策の制度化を検討する動き 10もみられはじめている。こうした

動きが拡大していくならば、地方自治体による自発的な合併に向けた議論が進

展することも考えられる。 

 

図表２ 市町村数の変遷 

 

（出所）総務省「市町村数の変遷」（2023 年）より作成 

 

② 広域連携制度等 

近年では、地方自治体間の調整が容易ではない市町村合併ではなく、複数の

地方自治体で新たに組織を設置して広域の公共サービスを実施する「広域連携

制度」に基づいた取り組みが展開されている。 

図表３のとおり、広域連携は、様々な制度が存在しており、各自治体におい

て、有限な地域資源の有効かつ効率的な活用が可能となる。一方で、対象とな

る事業や予算が限定されていることや、地方自治体間の調整にかかる事務負担

の増加、意思決定のスピードの鈍化、参加自治体の合意が取りやすい事業分野・

内容のみを行う連携が多く、行政全体としてみた場合には、必ずしも効率的に

機能していないといった点も指摘されている。 

また、市町村が持続可能なまちづくりに向け、様々な都市機能を誘導するた

めに作成する「立地適正化計画」においては、広域生活圏や経済圏が形成され

 
10 大阪府議会は、今年度から「基礎自治体の機能強化に関する調査特別員会」を立ち上げ、

合併に対する府独自の基礎自治体への支援策の制度化を検討中。合併に向けて動く自治体

に対する支援を盛り込む条例案を取りまとめる予定。 
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ている場合には、複数の市町村による共同作成が可能となっている。一方で、

広域連携と同様に、地方自治体間の連携や調整が複雑になることや、都市計画

区域を持たない自治体が含まれる場合は計画の対象外となるため、自治体同士

の連携による、広域立地適正化計画の策定は進んでいない 11。 

 

図表３ 広域連携制度の概要一覧 

 

（出所）経団連提言「with/post コロナの地方活性化－東京圏から地方への人の流れの創
出に向けて－」（2020 年 11 月）より作成（一部加筆） 

 

③ 圏域・区域 

広域連携制度のうち、連携協約に基づいて形成される圏域の一つが「連携中

枢都市圏構想」であり、それぞれの圏域でビジョンを策定し、必要な分野につ

いて柔軟な連携が可能となっている。連携中枢都市圏には「圏域全体の経済成

長のけん引」「高次の都市機能の集積・強化」「圏域全体の生活関連機能サービ

スの向上」といった３つの役割が求められており、地域住民の生活に欠かせな

い機能の維持だけでなく、新たな経済圏域の創造につながる取り組みも期待さ

れる。一方で、連携中枢都市圏に対しては、都市計画区域を全てカバーしてい

 
11現状、複数の市町村による共同作成を行っている自治体はなし。立地適正化計画の公表

状況は、都市計画区域を持つ全 1,352 自治体のうち 527 自治体にとどまる（2023 年７月 31

日時点）。 
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ないことや、自治体の人口や都市の規模によっては、同圏域の大きさが適切で

ないこと等から、必ずしも効果的な計画単位とはいえないのではないかとの指

摘がある。 

この他、中心市と近隣市町村が相互に役割分担し、連携・協力することによ

り、圏域全体として必要な生活機能を確保することを目的とした「定住自立圏

構想」も進められている。同構想では、生活機能の強化や地方圏から三大都市

圏への人口流出の抑制とともに、地方圏への人の流れを創出することが期待さ

れている。しかしながら、他の都市計画等との重複により、住民への理解度・

認知度が低く、人口の流れを大きく変えるには至っていないこと、さらに、実

務面では中心市の事務負担の増加等の課題が指摘されている。 

 

図表４ 圏域・区域の概要 

 

（出所）村木美貴「広域立地適正化計画の計画単位に関する一考察−連携中枢都市圏、都市
計画区域と地方生活圏に着目して−」（2022 年）より作成 

 

（２）デジタル技術の進展による新たな展開 

国・地方自治体におけるデジタル技術のさらなる活用を通じて、生活者や企

業の利便性の向上、技術の進展に即した新たな価値の創出につなげていくこと

が重要である。政府では、現在、デジタル田園都市国家構想の下、地域経済の

活性化や行政サービスの高度化・効率化にデジタル技術を活用すべく議論が進

められている。例えば、政府の「デジタルライフライン全国総合整備実現会議」

では、人口減少下で人手不足に起因するヒトとモノの流れの停滞、自然災害の

激甚化・大規模化といった社会課題を解決するため、自動運転やドローン、Ａ

Ｉ等デジタルの恩恵を全国津々浦々に行き渡らせるための議論を進めており、
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本年度内に「デジタルライフライン全国総合整備計画」の策定を予定している。

また、デジタル行財政改革においては、利用者起点でわが国の行財政のあり方

を見直し、デジタルを最大限に活用して公共サービス等の維持・強化と地域経

済の活性化を図り、社会変革を実現することを基本的な考え方として、教育・

交通・介護・子育て・防災等の分野におけるデジタル活用、国・地方等の行政

システムの統一・標準化等を加速させているところである。 

以下では、デジタル技術の活用が期待される地域間連携の制度や行政サービ

スにおける現状と課題を整理する。 

 

① デジタル技術の活用を通じた地域間連携 

政府のデジタル田園都市国家構想総合戦略では、施策ごとに 2023 年度から

2027 年度までの５か年のＫＰＩ（重要業績評価指標）とロードマップ（工程表）

を策定している。この中で、デジタル技術を活用した広域連携の充実を図る観

点から、デジタル技術を活用した取り組みを行っている連携中枢都市圏を 2027

年度までに 30 圏域、定住自立圏を 70 圏域に増やすことを目標としており、今

後は、その着実な進展が課題となる 12。 

デジタル技術を活用した地域間連携の事例として、隣接していない複数の自

治体間で、ドローンによる物流のコスト削減や配送の効率化に向けた広域連携

協定が締結される動きもみられる 13。このような非隣接自治体間の連携は、企

業が自治体をまたいで事業活動を行う際、各自治体や地域の企業との連携の円

滑化に資することが期待される。加えて、隣接する自治体以外の地域資源を活

用することで、地域でのさらなるＤＸや人手不足への対応等がより一層進むこ

とも望まれる。 

他方、国や地方自治体において、こうした事例の整理や公表の体制が整備さ

 
12 進捗状況の公表はされていないが、経団連事務局にて取り組み状況を確認したところ、

2023 年６月時点で連携中枢都市圏は７圏域、定住自立圏は 47 圏域程度とみられる。 
13 2022 年３月に、北海道上士幌町、山梨県小菅村、茨城県境町、福井県敦賀市、北海道東

川町の５自治体は、ドローンの活用等新スマート物流の取り組み推進に向け広域連携協定

を締結。 
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れていないこと、地方部における通信基盤等のインフラ構築が進んでいないこ

ともあり、現時点での連携事例は多いとはいえない。 

 

図表５ 隣接・非隣接自治体間による広域連携のイメージ図 

 

（出所）経団連事務局作成 

 

② 地方自治体におけるデジタル化 

デジタル技術の活用については、地方自治体ごとの進捗に大きな差が生じて

いる。例えば、マイナンバーカードについては、行政手続への導入や公的個人

認証サービス等の民間利用も進められているが、総務省の調査 14では、図表６

のとおり、地方自治体での窓口における各種申請等への記入において、デジタ

ル技術を用いて簡便化している、いわゆる「書かない窓口」の導入率は全市区

町村のうち、19.5％（276 団体）にとどまっている。さらに、導入している団体

においても、職員が情報を聞き取って端末に入力している団体が約半数（47.5％）

を占めており、マイナンバーを用いたデジタル完結が進んでいるとは言い難い。 

 

 

 
14 総務省「窓口業務改革状況簡易調査」（2023 年２月） 
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図表６ 地方自治体における窓口改革の取り組み状況 

 

（出所）総務省「窓口業務改革状況簡易調査」（2023 年）より作成、（ ）の割合は、団体
総数（1,741 団体）に占める割合。 

 

各市町村の業務デジタル化を支えるシステムについては、国・地方等の行政

システムの統一・標準化に向けて、政府において、公共アプリの共通化・標準

化、データと連携基盤の整備、クラウド基盤とネットワークの共通化・標準化

等が進められている。 

このうち自治体情報システムの標準化については、2025 年度末までに、対象

業務について国が地方自治体の基幹業務システムに関する基準を策定し、ガバ

メントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行を目指すこととされてい

る。他方で、その対象は税金・医療・福祉・子ども・子育て支援を含む 20 業務

15にとどまっている。加えて、本年９月に改定された「地方公共団体情報システ

ム標準化基本方針」では、他システムと比較し、相対的に時間を要する場合や、

代替事業者が見つからない場合など、移行の難易度が極めて高いと考えられる

システムについては、別途期限を設定することとされている。 

また、地方自治体のデジタル化に不可欠な人材の確保・育成についても課題

が残っている。都道府県がデジタル人材研修を行い、市町村のデジタル化を支

援する取り組みや、各地方自治体で中核を担う職員の集中的な育成支援を促進

していくために、財政面での措置を含め、国が対策を講じているが、基礎自治

体間はもとより、国や都道府県、市町村間の共同での人材の育成・活用はあま

り進んでいない。 

 
15 児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳、戸籍の附票、印鑑登録、選挙人名簿管

理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、戸籍、就学、健康管理、児童扶

養手当、生活保護、障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金 
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（３）経済社会の変化を踏まえた産業立地や地域産業の動き 

多様な主体の参画による内発型の地域づくりを進めるにあたっては、国内の

産業立地のあり方や地域産業の特性、産業構造の変化、これに伴う地域の雇用

動向も踏まえつつ、地域経済の自律的かつ持続的な発展を図っていく必要もあ

る。 

政府における産業立地政策は、2000 年代以降でみても、「産業クラスター計

画」（2001 年～2009 年）や「企業立地促進法」（2007 年～2017 年）、「地域未来

投資促進法」（2017 年以降）等が策定されており、これらに基づき関連施策が

進められてきた。特に、2010 年代後半以降は、地方自治体等に対する「面」的

な政策支援から、地域の特性を活かした事業が生み出す経済効果の最大化を目

指すため、地域経済を牽引する中核的な企業に着目した「点」的な支援が中心

となり、現在に至っている。 

こうした中で、現在、政府が掲げるデジタル田園都市国家構想に基づく政策

対応や、新型コロナウイルスの感染症拡大等により事業活動を行う上で被った

影響、さらには地政学的リスクの高まりを背景とした経済安全保障上の観点か

ら、サプライチェーンの見直しが行われている。例えば、図表７のように、デ

ータセンターをはじめとするデジタル基盤の地方部への立地や半導体・エネル

ギー等の産業の国内立地の誘致・新設・集積の動きがみられている 16。 

 

  

 
16 経済産業省は本年９月に、令和５年度「データセンター地方拠点整備事業費補助金」の

公募を開始。情報通信事業者において、補助金を活用した投資の動きが見られている。 



 

 

13 

図表７ 令和４年度補正予算により動き出している主な国内投資案件 

 
（出所）内閣官房・経済産業省「国内投資拡大のための官民連携フォーラム」（2023 年 10 月４日）資料

２西村経済産業大臣提出資料より 

 

加えて、2050 年カーボンニュートラルを目指したＧＸの動きも加速している。

ＧＸを推進していく中では、電力分野において再生可能エネルギーの主力電源

化、原子力発電の最大限の活用、水素・アンモニアを活用した既存火力発電の

脱炭素化、グリッドの次世代化に加え、熱源あるいは製造工程での水素の活用

も必須となる。とりわけ、世界的なカーボンニュートラル推進の流れの中で、

ＲＥ１００17等の環境イニシアティブやＥＳＧ投資の動きも活発化しており、

再生可能エネルギーの利用を取引先や金融機関から要請されるケースも増加し

ている。企業が競争力を維持強化していくためにも、国際的に競争力がある価

格での再生可能エネルギー供給網を拡大していくことは重要である。 

ＧＸの推進は、エネルギー需給構造の大きな転換を伴うことから、産業の最

適な立地や地域産業にも大きな影響を与えることが予想される。地域経済の活

性化にあたって、エネルギーの地産地消を含むＧＸの取組みを進めつつ、安価

 
17 企業が自らの事業の使用電力を 100％再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的な

イニシアティブ。 
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で安定的なエネルギー供給を確保していかなければならない。 

地域にとって、新たな成長産業や経済安全保障上の重要分野を担う企業の進

出は、当該地域におけるさらなる設備投資や研究開発投資、新たな雇用機会の

創出、域内の賃金上昇、通信基盤を含む社会インフラの整備等によって、地域

経済の持続的な成長につながることが期待される。 

加えて、わが国では近年、大規模な自然災害が各地で多くみられ、地域経済

にも大きな打撃を与えている。また、今後、南海トラフ巨大地震や首都直下地

震等が発生した場合には、人口・産業が集積している被害想定地域をはじめ、

経済活動が機能不全となるリスクも懸念される。 

企業の立地や投資は、本来的に民間企業が各自の判断で行っていくものであ

るが、昨今の状況変化の中、政府は各地域も含めた国内投資の拡大を後押しし

ている。しかしながら、現在、国と地方自治体において、地域の特性やデジタ

ル技術、ＧＸ推進の下での新たなエネルギーの需給構造、災害リスク、経済安

全保障、社会インフラ等の観点を踏まえた国内の産業立地・地域産業のあり方

に関する共通認識が十分に形成されているとは言い難い。 

 

（４）現行制度の下で企業活動の弊害となっている事例 

前述の国や地方自治体の取り組みに関する課題は、実際に地域の一員である

企業の事業活動に様々な影響を及ぼしている。そこで、経団連では、企業が自

治体をまたいで事業を行う際に、現行の行政区域が企業活動の妨げとなってい

る事象や、既存の広域連携制度等が期待される機能を発揮できていない事例等

の実態を把握するため、経団連会員企業に対して本年夏にヒアリング調査を実

施した 18。 

その結果、図表８のとおり、現行の制度が企業活動の妨げとなっている場面

は大きく①「各企業が事業を営む際に、行政上の事務手続き等を行う場面」（例

 
18 経団連事務局にて試算の結果、ヒアリング企業の業種は、全体のＧＤＰの 78.2％（内閣

府「2021 年度国民経済計算（2015 年基準・2008SNA）」より）、就業者数は全産業の 76.3％

（総務省「労働力調査」（2022 年）より）を占める。 
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えば、税務、人事・労務、消防、入札、出店等）、②「事業者が地方自治体の境

界を越えて事業活動を行う場面」（例えば、環境・廃棄物、災害対応、建設、地

図情報等）、③「既存の広域連携制度に基づいて取り組みを行う場面」（例えば、

広域計画、環境・廃棄物、災害対応、観光等）の３つに整理できる。この中で、

企業から特に意見・要望が多かったのは、①「各企業が事業を営む際に、行政

上の事務手続き等を行う場面」である。 

 

図表８ 企業ヒアリングでの主な指摘事項 

 

（出所）経団連会員企業へのヒアリング（2023 年）に基づき経団連事務局作成 

 

具体的には、「地方自治体によって各種申請書類の書式が異なる」「申請方法

が電子か窓口かによって必要書類が異なる」「都道府県や担当者毎に判断基準

が異なる」といった地方自治体ごとの様式・判断基準の違いなど、いわゆるロ

ーカルルール 19の存在や事務手続きのデジタル化の整備の遅れが、行政手続き

に関わる企業側の業務コストを増加させており、大きな負担になっている。地

方自治体の手続様式・必要情報の不統一は、自治体間のデータ連携も阻害して

いる。 

 
19 法令によって定められた全国一律に適用されるナショナルルールとは異なる、特定の地

域の固有ルール。 
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また、地方自治体の条例や規則等については、一元的に公開されておらず、

自治体間のローカルルールの把握が難しい。住民や事業者は、都度、自治体窓

口等に問い合わせる必要があり、問い合わせに対応する自治体職員の事務負担

は軽減されない。 

加えて、未だ残る書面・押印・対面をはじめとするアナログ規制に関する意

見も多く寄せられた。これらの規制は、事業者に大きな負担を強いており、利

用者と行政双方の生産性を阻害しているといえる。例えば、納税証明書の発行

申請・受取にあたっては、法人代表が当該自治体の窓口を訪問することが求め

られている上、代理の場合には書面の委任状が必要となっている。 

こうした中、政府は「地方公共団体におけるアナログ規制の点検・見直しマ

ニュアル」を策定し、地方自治体に対し条例等の見直しの支援を行うとともに、

モデル自治体との調査研究事業を行っているが、現場レベルでの改善は道半ば

である。 

また、③「既存の広域連携制度に基づいて取り組みを行う場面」についても、

「都道府県と各市町村間で役割分担が不明確であり、広域連携機能が必ずしも

十分に発揮されていない」「ごみの広域化・集約化に関しては、自治体によって、

収集、運搬、処理にばらつきがみられる」「災害時相互応援協定等の広域連携制

度の進捗が地方自治体間で異なる」等の事例が寄せられた。 

 

３．早期に取り組むべき施策 

（１）広域連携の仕組みの再整備と多様な連携のあり方の推進 

① 市町村合併の再検証 

まずは、国として市町村合併の効果を、他の広域連携制度とも比較しつつ、

再検証することが重要である。その上で、市町村合併が、今後の人口減少も踏

まえた行財政基盤の強化等に一定の効果が得られることに加え、地方自治体に

おいて、自発的に合併を進める動きがみられるならば、政府は合併に意欲を示

す自治体への財政的支援等の仕組みの再整備に向けた議論を行い、必要な措置

を講じるべきである。 



 

 

17 

② 多様な広域連携の推進 

ⅰ）必要な予算の拡充 

地方自治体の広域連携の推進にかかる国の予算は現状において限定的である

が、今後、デジタル技術等を活用した非隣接自治体間の取り組みなど多様な広

域連携を推進する上で、地方自治体間の連携・協力の強化にかかる国・地方自

治体の予算のさらなる拡充が必要である 20。 

 

ⅱ）広域計画作成の推進 

 今後、人口減少の影響がより深刻化する状況において、地方自治体が適切に

行政サービスを提供していくためには、例えば、既存の立地適正化計画を広域

的な計画として位置づけるなど、地方自治体が自発的に連携し、都市機能の整

備や広域的な防災・減災対策等を行っていくべきである。広域計画の作成を推

進するとともに、その効果を真に発揮させるためには、まずは各地方自治体に

おいて、連携を想定している自治体同士の地域資源に関する客観的なデータを

整理し、域内の経済社会構造の現状や課題、今後の変化に関する認識を共有す

ることが重要である。 

 

ⅲ）「地域の未来予測」の作成推進と地域データ等のオープン化・標準化 

政府では、それぞれの地域における行政需要や経営資源に関する長期的な変

化・課題の見通しの客観的なデータ 21の整理や、人口構造の変化やインフラ施

設の老朽化等に関する将来推計等を要件とした「地域の未来予測」の作成を基

礎自治体に促している 22。国や都道府県における各基礎自治体の「地域の未来

 
20 総務省の令和６年度概算要求における「活力ある多様な地域社会の実現に向けた地方行

財政基盤の確立、地域 DX・地域活性化の推進」の全体の予算が約 17 兆 5,000 億円である

なか、国と地方および地方公共団体間の連携・協力の推進に関する予算は 4,000 万円にす

ぎない。 
21 客観的なデータの例：人口減少や高齢化等の人口構造の変化、施設・インフラの老朽化

や配置状況、子育て・教育（保育所・幼稚園需要、大学進学者数）、医療・介護（必要病床

数、介護サービスの見込み量）等 
22 作成にかかる経費として、昨年度より、措置率 0.5、一市町村あたりの上限額は 500 万

円とする特別交付税措置が講じられている。 
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予測」作成の推進にあたっては、外部専門人材の活用や地方自治体間の連携に

資する広域での人材確保を含めた支援を行うべきと考えられる。 

さらに、こうした地域ごとのデータは、当該地域の課題への気づきを与える

だけでなく、地元に根ざした企業をはじめ、今後地域社会を支える可能性を持

つ企業にとっても、域内での事業活動の展開や地方自治体との様々な連携・協

働を進める上での客観的かつ有益な情報となり得ることから、その活用は、内

発型の地域づくりの発展につながることが期待される。そのため、国や都道府

県においては、「地域の未来予測」に活用される地方自治体の地域データ等の標

準化を行った上で、各種データのオープン化や、企業の事業範囲に合わせた形

で、地方自治体間の比較が可能とすべきである。 

 

ⅳ）地方自治体に求める行政計画の再整理 

各地方自治体に求められる行政計画の策定については、近年、国が自治体に

策定を求める計画が増加し、自治体にとって大きな業務負担となっている。昨

年の政府の骨太方針 23では、原則、法令上新たな計画の策定の義務付け・枠付

けを定める場合には、できる限り新設しないことや、策定済みの計画等との統

合および他団体との共同策定を可能とする方針が打ち出されている。こうした

方向性は自治体の業務負担の軽減とともに、他団体との共同策定や広域的な計

画の策定を促すことが期待される。政府においては、骨太方針で示された方針

に加え、趣旨や内容が重複する計画については統廃合を行い、地方自治体に策

定を求める計画が真に必要なもののみとなるよう早急に整理すべきである。 

 

ⅴ）地理的な隣接性を問わない地域間連携の推進 

多様な広域連携のあり方を検討していく上では、近年のデジタル技術の進展

等も踏まえ、地理的な隣接性にとらわれず、広域連携の対象となる分野ごとに、

地方自治体が自由に参画できるような柔軟な連携のあり方も考えられる。特に、

 
23 内閣府「経済財政運営と改革の基本方針 2022 新しい資本主義へ～課題解決を成長のエ

ンジンに変え、持続可能な経済を実現～」（2022 年６月） 
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デジタル技術の活用による広域連携は、地理的な制約を受けないことから、既

存の枠組みや制度、自治体間の隣接性等の範囲を超えた連携が期待できる。こ

の点については、現在議論が進められている総務省の第 33 次地方制度調査会

においても、「非隣接市町村が連携して共通する地域課題の解決等に取り組む

事例も広がりを見せており、引き続き、取り組みを進めていくことが適切であ

る」と指摘されているところである 24。 

そこで、政府においては、現行の広域連携制度を活用している事例に加え、

非隣接の地方自治体間の広域連携の好事例も、各自治体に見える形で併せて公

表・周知していくべきである。同時に、現行の連携中枢都市圏構想ならびに定

住自立圏構想においても、隣接していない地方自治体との連携の推進をそれぞ

れの要綱に追加することや、構想の推進に向けた関係府省の支援策に非隣接自

治体間の連携を盛り込むことも検討すべきである 25。 

なお、現在、非隣接自治体間での連携として、マイナンバーカードの活用に

よって住民手続きの利便性を向上させるサービスの共同利用といった事例 26が

見られる。こうした連携については、後述の「（２）地方自治体のＤＸのさらな

る推進」で示す方向性のとおり、将来的には、国が主導してシステムの統一・

標準化を行っていくべきである。 

また、政府のデジタルライフラインの整備に向けた議論については、今後、

ドローン航路やデジタル情報配信道 27等を設定していくにあたり、地理的な隣

接性を超えた自治体間の連携が欠かせない。本年度末までの計画の策定にあた

 
24 第 33 次地方制度調査会第 21 回専門小委員会資料「ポストコロナの経済社会に対応する

地方制度のあり方に関する答申（案）」より引用。 
25 連携中枢都市圏は、中心市と近隣の市町村が連携協約を締結することにより形成される

圏域であり、定住自立圏は、中心市と近隣市町村が相互に役割分担して連携・協力するこ

とにより必要な生活機能等を確保する圏域であり、いずれも隣接する自治体間連携が想定

されている。 
26 愛媛県今治市、静岡県袋井市、鹿児島県阿久根市では、マイナンバーカードを活用して

住民手続きの利便性を向上させるサービスを共同で活用。また市民向けのオンラインサポ

ート等を行う市民サポートセンターを共同で外部委託することで多様な窓口サービスを

提供。 
27 車両走行の円滑性や安全性を高めるためにデジタル情報を道路インフラから配信する

等、ハード・ソフト・ルールの面から自動運転車の社会実装等を支援する道路。 
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っては、自治体間の円滑な連携のあり方の検討も、広域連携制度の見直しと併

せて一体的に進めていく必要がある。 

これらの取り組みは、デジタル技術を活用する連携中枢都市圏や定住自立圏

の拡大という政府目標の達成にもつながることが期待される。 

 

③ 圏域・区域の再構築 

地方自治体が抱える課題は多様であるため、都道府県をまたぐことも含めた

重層的な圏域・区域を想定し、自治体間の連携を促していくことも必要である。

圏域・区域については、今後の人口減少の流れや経済社会の変化を踏まえ、地

域の財政力や地域産業等の各種データの現状と将来見通しを加味し、不断に見

直しを行うことが重要である。 

例えば、昨年 12 月に公表されたデジタル田園都市国家構想総合戦略や本年

７月に公表された国土形成計画（全国計画）では、自治体単位にとらわれず、

人口規模が概ね 10 万人以上程度を一つの目安としつつ、生活サービスの維持・

向上を目的として地域の特性に応じて地域の関係者で圏域を形成する「地域生

活圏」という概念が提唱されている。こうした圏域単位が官民連携等をより促

進していく方向性であれば、連携中枢都市圏や定住自立圏構想といった広域連

携制度にとらわれない、重層的な圏域形成のあり方の一つとしての浸透が期待

される。 

また、広域的な立地適正化計画の策定の推進も含め、こうした圏域・区域を

検討していくためには、都道府県などの広域自治体同士が調整を担う等、調整

役を明確にすべきである。 
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（２）地方自治体のＤＸのさらなる推進 

① 業務改革（ＢＰＲ）、国・地方等の行政システムの統一・標準化 

自治体職員の採用が今後一層困難になると見込まれる中 28、地方自治体業務

の効率化・負担軽減は待ったなしの課題であるが、事業者目線から見ても、国・

地方の行政手続にかかる「デジタル完結」の最後の課題は、地方自治体に多く

残されている 29。ＤＸを推進する過程においても、地方分権の考え方は尊重さ

れるべきであるが、今般の経団連会員企業に対するヒアリングでは、合理的な

根拠のないローカルルール等が未だ企業の事業活動を阻害していることが浮き

彫りとなっており、徹底的かつ継続的な改善への取り組みが欠かせない。 

第一に、自治体ごとに様式・判断基準が異なるローカルルールは着実に撤廃

すべきである。なお、個別具体的なローカルルールに係る要望を聴取するため、

内閣府に設置されている規制改革・行政改革ホットライン（縦割り 110 番）と

は別に、ローカルルールの見直しに特化した窓口を設置して企業や地方自治体

等からの要望を受け付ける仕組みを設けることも一案である。 

第二に、地方自治体に残る書面・押印・対面等の行政手続上のアナログ規制

については、政府が年内目途に策定予定の「行政手続のデジタル完結に向けた

工程表」において、規制見直しのスケジュールを明確化した上で、着実に実現

すべきである。その際、各自治体のデジタル改革の事例を横展開し、ＤＸを加

速させることが重要となる。 

第三に、自治体情報システムについては、標準準拠システムへの移行を 2025

年度末までに確実に完了させるとともに、対象業務の拡大を検討すべきである。

また、移行期限を再設定するシステムについては、早期に移行を完了すべく期

日を明確に定めるべきである。 

 
28 財務省 財政制度等審議会「令和６年度予算の編成等に関する建議（2023 年 11 月）」の

参考資料（資料Ⅱ－２－７）、総務省「地方公共団体の定員管理のあり方に関する研究会」

第１回配布資料より。 
29 デジタル５原則の徹底に向けた経団連の基本的考え方や地方自治体に関する手続の「デ

ジタル完結」に向けた要望については、経団連提言「Society 5.0 の扉をひらく―デジタ

ル臨時行政調査会に対する提言―」（2022 年４月）を参照。 
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第四に、国・地方自治体が提供するデータを一元的に参照・活用可能とすべ

きである。条例・規則等についても、法律・政省令と同様に e-Gov 法令検索に

掲載し、網羅的なデータベースを整備・公開すべきである。加えて、「包括デー

タ戦略」に記載された地方公共団体保有データを含む行政データ提供のワンス

トップ化の仕組みを早急に構築することを期待する 30。 

 

② 「デジタル完結」を踏まえた国と地方自治体の役割分担の再整理 

各地方自治体では、戸籍事務や国道の管理等といった法定受託事務だけでは

なく、介護保険サービスや児童福祉サービス・各種助成金のような自治事務に

おいても、同一制度を基にした行政サービスを多数提供している。他方で、地

方自治体の現場の負担軽減も踏まえ、国が共通して提供できるサービスと地方

自治体が個別で対応すべきサービスの分担が変化していくことが考えられる。

政府においては、国・地方等の行政システムの統一・標準化を前提に、地方自

治体を含めた国全体の最適な役割分担の再整理の議論も進めていくべきである。 

 

③ デジタル人材の確保・育成 

2023 年度の総務省の概算要求において、地域ＤＸの推進や、それに係るデジ

タル人材の確保・育成を重要施策として位置づけたことは評価できる。 

各市町村におけるデジタル人材等の専門人材の確保・育成については、都道

府県による人材の広域的な調整・支援機能のさらなる拡充が求められる。現在、

都道府県が市区町村支援人材を確保した場合は、地方財政措置が講じられてい

る。各都道府県に策定が求められている「人材育成にかかる基本方針」31では、

こうした措置も活用しながら、各市町村の状況を踏まえ、広域的に人材を調整

 
30 経団連提言「データ利活用・連携による新たな価値創造に向けて― 日本型協創 DX のリ

スタート ―」（2023 年５月）を参照。 
31 政府においては現在、1997 年に策定された「地方自治・新時代における人材育成基本方

針策定指針」について、「人材育成」のみならず、「人材確保」や「職場環境の整備」を図

る観点から、本年末に新たな基本指針を策定し、各地方自治体における「人材育成に関す

る基本方針」の改正を促すこととしている。 



 

 

23 

するための具体的な支援策を盛り込むべきである。例えば、現行の法制下では、

民法上の委託という形で他の地方自治体の人材を共同活用できるほか、デジタ

ル人材等の専門人材を配置した組織を他の地方自治体と共同で設置可能とする

等の実施手法が考えられる。 

 

（３）経済社会の変化を踏まえた産業立地・地域産業に関する議論の展開 

国や地方自治体においては、地域経済の自律的かつ持続的な発展を図る観点

からも、ＤＸ・ＧＸ、自然災害の激甚化・大規模化、経済安全保障への対応等

の変化を踏まえた産業立地・地域産業のあり方について議論を深め、必要な補

助金や税制措置等の支援を行うことで、国内への投資・立地を考える企業の動

きを後押ししていくことが重要である。その際、政府においては、「デジタル田

園都市国家構想総合戦略」や「国土形成計画」、本年度内に策定予定の「デジタ

ルライフライン全国総合整備計画」、「ＧＸ推進戦略」等の取り組みと整合性の

取れた全体像を明示し、サプライチェーン全体を見渡した、面的な支援の展開

を一体的に行うべきである。 

また、産業立地・地域産業に関する議論においては、ＧＸを推進しながら、

安価で安定的なエネルギー供給の確保が大前提となる。再生可能エネルギーの

主力電源化、原子力の最大限の活用、火力発電をはじめとする調整電源の脱炭

素化、グリッドの次世代化、水素・アンモニア・合成燃料利用の社会実装など

ＧＸ推進戦略に記載された施策を不退転の決意で着実に推進することが不可欠

である。とりわけ、再生可能エネルギーについては、前述の通り、取引先や金

融機関から使用を要請されるケースも増加しており、安価で安定的な調達を可

能とする環境整備が重要である。 

なお、国や地方自治体において、新たな産業や重要分野を担う企業群の立地

のあり方を検討する上では、産業機能の補完・分散を進めていく上での課題や

地域ごとの立地特性、電力・水等ユーティリティの整備・供給、大学・研究機

関、社会インフラ、その地域における新たな雇用の創出の可能性等を含めた経

済波及効果が重要であり、民間企業の予見可能性を高めた上で、前向きな投資
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を行えることを前提に議論すべきである。また、特定地域への産業立地にあた

っては、当該地域での産業の特性を踏まえた専門的な人材育成が不可欠である。

その際には、グローバル人材も含めた産官学の連携による人材育成・確保の枠

組みを構築することが重要である。 

 

（４）経団連としての取り組み 

内発型の地域づくりを各地域で興していくためには、地方自治体をはじめ地

元の企業や経済界、大学、研究機関、各種団体、さらには大企業等の多様な主

体が連携し、創造性を発揮しつつ、地域資源やデジタル技術を活用していくこ

とが重要である 32。図表９のとおり、経団連では 2021 年 11 月に、「地域協創ア

クションプログラム」を策定し、多様な主体の活動を後押ししながら内発型の

地域づくりに取り組んでいる。 

特に、アクションプログラムの取り組みを通じて、特定の地域に継続的かつ

多様な形で関わる「関係人口」を創出・拡大していくことは、立場の異なる人

材・企業・大学等の交流等による地域の社会課題解決や魅力の向上につながる。

また、企業の従業員を含む多種多様な「関係人口」の存在は、地域住民ならび

に他の「関係人口」を触発し、内発型の地域づくりのさらなる発展に寄与して

いくことが期待される。そのため、国においては、関係人口創出・拡大の対流

促進事業にかかる予算の成果を適切に評価しつつ、拡充していくことも検討す

べきである 33。 

経団連では同プログラムの下で、単なる地域のイベント等の情報周知にとど

まらず、地域協創に関心を持つ関係者間で、各々に相応しい形での会合等を開

催し、直接的な対話を積極的に進めており、今後も、内発型の地域づくりを推

 
32 例えば、中核市構成市においては、官民連携の促進に向けて、民間事業者からの提案を

受けるための専用窓口の開設等を行い、地域資源や産業を活用した内発的な地域づくりを

進めている。 
33 内閣府地方創生推進室において、「関係人口創出・拡大のための対流促進事業」として、

令和５年度予算額が 0.8 億円計上されている。中間支援組織の地域貢献モデル事業への支

援や関係協議会の運営に対する補助金が想定。 
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進していくよう、同プログラムを必要に応じて改訂していく予定である。 

また、地域での人材の確保・育成が今後の重要課題となる中、経団連は、2023

年７月に、全国知事会と経済５団体 34との間で、「地域を舞台に挑戦する人材を

育てる」という共通の目標の実現に向けて、デジタル人材の育成等に協働で取

り組むことを掲げた「共同宣言」を発表した。こうした共通認識の形成に努め

つつ、連携先のイニシアティブのもと取り組まれているプロジェクトを後押し

していく。 

加えて、残存するアナログ規制やローカルルール、都道府県・市町村・民間

の不明確な役割分担等の課題、日進月歩で進展する技術を活用するための法制

度の検討に対しては、引き続き、会員企業からのヒアリング等を通じて、その

改善を関係各省へ働きかけていく。 

 

図表９ 経団連「地域協創アクションプログラム」 

（出所）経団連事務局作成 

 
34 日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会、全国商工会連合会、全国中小企業

団体中央会 
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４．おわりに 

国と地方の行政システムや社会機能の分散のあり方の検討にあたっては、本

格的な人口減少社会への対応や、ＤＸ・ＧＸ等の進展による経済社会の変化を

前提に、企業活動の活性化に資するよう、今後も不断に見直していくことが不

可欠である。その際、国・地方自治体はもとより、企業を含めた多様な主体が

一体となってネットワークを形成し、継続的に魅力ある地域づくりを目指すこ

とが重要である。 

経団連としても、地域づくりの主体は、企業を含む地域を取り巻く多様なス

テークホルダーが主役であり、その活動の活性化の重要性を認識しつつ、引き

続き、「地域協創アクションプログラム」を含めて、各地ならびに地域間連携を

含む地域協創に向けた取り組みを展開していく所存である。 

以 上 
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